
許可番号 04- 許可業者名

担当者氏名 電話番号

ＦＡＸ e-mail
結果通知書の受取方法 □ 代理人宛て郵送

（送付先を記載した長３封筒同封）
□ 結果通知当日に県庁受け取り
（指定しない場合は申請者宛て郵送します。）

提出書類には 又は■を，提出しない書類には×を付け，提出書類に同封してください。
提出書類は，本チェックリストの順に並べて提出してください。

【申請関係書類】
□ 収入証紙貼付用紙
□ 経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（建設業法施行規則別記様式（以下「規則様式」という。）
第２５号の１４）１枚目

□ 経営規模等評価申請書／総合評定値請求書（規則様式第２５号の１４）２枚目
□ 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高（別紙一）
□ その他の審査項目（社会性等）（別紙三）
□ 技術職員名簿（別紙二）
□ 建設機械の保有状況一覧表（別表１）
□ 経営状況分析結果通知書（規則様式第２５号の１３）【原本】
□ 課税期間分の消費税及び地方消費税確定申告書（１枚目）
□ 消費税納税証明書（その１）【原本】
□ 委任状（行政書士が代理申請する場合）
□ 経営規模等評価申請書／総合評定値請求書申請受付票
※ 受付票の返送を希望する場合のみ。代理人が複数件を一括して提出する場合は，１枚にまとめること

【申請事項確認書類】（全て写しで可）
１ 工事種類別（元請）完成工事高関係
□ 直前３年の各事業年度における工事施工金額（規則様式第３号）
※ 申請業種にプレストレストコンクリート構造物工事，法面処理工事又は鋼橋上部工事を含む場合

２ 項番４１関係
□ 労働保険概算・確定保険料申告書（雇用保険） または 労働保険料等納入通知書（雇用保険）
□ 労働保険料等保険料領収書（審査基準日直前の領収印があるもの）
３ 項番４２関係
□ 被保険者標準報酬決定通知書（被保険者整理番号をマスキング）
※ 技術職員名簿記載者，技能者名簿記載者，公認会計士，会計士補，税理士，１級・２級登録経理
試験合格者の氏名を蛍光ペンでマーキングすること

（以下，「３．適用除外」とする場合）
□ 適用除外承認証（法人事業所の場合）
□ 国民健康保険（組合）被保険者証
４ 項番４４関係
□ 建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査申請用）

経営規模等評価申請書／総合評定値請求書 提出書類チェックリスト
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５ 項番４５関係
□ 退職一時金制度への加入を証明する書面（中小企業退職金共済制度，特定退職金共済団体制度等又は
労働協約，就業規則（表紙・該当箇所）及び退職金規程）

□ 企業年金制度への加入を証明する書面（厚生年金基金，確定拠出年金（企業型），確定給付企業年金等）
６ 項番４６関係
□ 法定外労働災害補償制度の保険証券等
※ ①１ ７等級別補償，②通勤災害補償，③下請事業者含めて補償の３点記載箇所

７ 項番４９関係
□ 防災協定書
□ 防災協定締結団体加入証明書（審査基準日を明記したもの）
８ 項番５２関係
（以下，「１．会計監査人の設置」「２．会計参与の設置」を選択する場合）
□ 登記事項証明書
□ 有価証券報告書，監査報告書又は会計参与報告書
（以下，「３．経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」を選択する場合）
□ 経理処理の適正を確認した旨の書類（様式第２号）
９ 項番５３，５４関係
□ 公認会計士，会計士補，税理士，１級・２級登録経理試験の合格証書又は登録証
□ 公認会計士，会計士補，税理士，１級・２級登録経理の講習修了証
１０ 項番５６関係
□ 建設機械売買契約書
※ 前年申請から変更（追加）がある場合

□ 建設機械自主点検表（機械の型式及び検査年月日が表示されている箇所），移動式クレーン検査証，
自動車検査証（大型ダンプ車，備考欄に（建）表示があるもの）

１１ 項番５７・５８関係
□ ＩＳＯ認証登録証明書
１２ 項番６１・６２，技術職員名簿関係
□ 保有する資格を証明する書面（合格証明書，講習修了証，卒業証明書（学歴要件による場合））
※ 前年申請から変更がある者のみ

□ 実務経験証明書（規則様式第９号）
※ 学歴要件又は１０年以上の実務経験による場合
※ 前年申請から変更がある者のみ

□ 健康保険証の写し（記号・番号・保険者番号をマスキング）又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
※ 技術職員名簿記載者，技能者名簿記載者で前年申請から変更がある者のみ

□ 住民税特別徴収に係る届出書，役員給与等の内訳書等常勤性及び６月超の雇用期間を証明するもの
※ 役員かつ７５歳以上の技術職員等，健康保険・雇用保険による証明ができない場合

□ 監理技術者資格者証（規則様式第２５号の５），監理技術者講習修了証（規則様式第２５号の３）
□ 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（様式第３号），就業規則又は労働協約
□ ＣＰＤ単位算出補助表
□ ＣＰＤ単位取得者ごとの取得単位数を証明する書類
※ 認定機関の証明のあるものに限る（画面ハードコピー等不可）

□ 技能者名簿（様式第５号（改））
□ 能力評価（レベル判定）結果通知書
※ 認定機関の証明のあるものに限る（画面ハードコピー等不可）
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経営事項審査の申請・審査の流れ

申請者 宮城県事業管理課

決算日

手順１ 審査申込

手順２ 申請書・添付書類提出

２月以内

４月以内

税務申告（税務署へ提出）

決算変更届（土木事務所へ提出，受理）

経営状況分析（分析機関へ依頼）

申込票 メール送信 受信

申請書・添付書類
提出書類チェックリスト

書留郵便 内容物確認

不足あり

不足なし

不足

資料
メール・FAX・郵送

受理

審 査
手順３ 審査・受付・

結果通知

不足あり

不足なし

不足

資料

電話・メール

メール・FAX・郵送

受付受付票メール・FAX受信

結果通知書郵送

審査日
（受付日）

県から受信確認の返信はしませんの

で，確認が必要な場合は「開封済み
メッセージを受け取る」などの設定を
行ってください。

受領

※完成工事高（総額）
に不備あり

決算

結果通知日

決算日から

提出期限
（審査日より
５日程度前）

決
算
変
更
届
提
出
か
ら
申
請
書
提
出
ま
で

３
週
間
以
上
空
け
て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限
か
ら
４
～
６
週
間

決算から７月以内に結果通知を受け取れば，経

営事項審査の効力（公共工事への入札参加・契約
ができる状態）が切れ目なく続きます。

※持ち込み不可

※補足が審査日に間に合わなかった場合，
次回審査日まで審査（受付）を延期します。

※申請書に受付票
を同封した場合

電話・メール


